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☆ 編 集 後 記 ☆ 
 

 なんとなくネットを見てたら、こんなものが出て 

きました。中国のとある映画館で「名探偵コナン」

を上演した際、その記念に業者が作成した等身大の

人形だそうです。  

 本場とは全くの別物ですが、不思議と似ているよ

うな気がするのは私だけでしょうか？？ このセンス、嫌いじゃないです 
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 従業員を雇用する時、何かあった時のために「身元保証人」を立ててもらうことがあります。 

 今回はその身元保証についてＱ＆Ａ形式で簡単に整理いたします。 

 Ｑ．身元保証人は誰になってもらえばいいですか？ 

 Ａ．父母もしくは親族（ただし一定の職業に従事し、成年した社会人の方）が好ましいです。 

 

 Ｑ．身元保証人は一度立てたらずっと有効ですか？ 

 Ａ．「身元保証に関する法律」に下記の定めがあります。 

     ・期間を定めた場合は最長で５年 

     ・期間を定めない場合は３年 

   なお更新することも可能ですが、その場合でも最長で５年の契約となります。 

 

 Ｑ．ほかに気を付けることはありますか？ 

 Ａ．人によっては保証人に連絡されるのを嫌がり、連絡したことによりトラブルになることも 

   あります。「緊急の場合は保証人に連絡することがある」旨、事前に承諾（できれば書面 

   で）を得ておくことはトラブル予防につながります。 

 


